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平成２５年度 

北広島市保健福祉計画検討委員会 

第 1 回 地域福祉部会 

 

日 時：平成２６年３月２６日（水） 午後６時３０分～午後７時２０分 

 

場 所：北広島市福祉センター ２階 講座室 

 

 

◇北広島市保健福祉計画検討委員会委員 

 出席者：石川委員 （部会長） 

川島委員 （職務代理者） 

     大川委員  

 上井委員  

谷内委員 

本間委員 

 欠席者：鈴木委員 

     能登原委員 

◇事務局 

     木下保健福祉部長 

徳村保健福祉部次長 

木下福祉課長 

     及川健康推進課長 

     中谷福祉課主査 

     鈴木健康推進課主査 

     影久健康推進課主査 

     佐々木福祉課主任 

     

◇傍聴者 なし 

 

≪議事概要≫ 

 

１ 開会 

 

２ 部会長挨拶 

  

議事概要 
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３ 議事 協議事項 

（1）第 3期地域福祉計画の進捗状況について 

 事務局：第 3期地域福祉計画の進捗状況について説明。 

 

 委 員：2点お伺いしたい。1つ目は、資料 1の 10ページの中で、学校での福祉学習の推進という

ことで、社会福祉協議会で小中学校教諭に対し福祉学習に関する研修などを実施とあるが、

実績について、概略で構わないので教えてほしい。 

 2つ目は、資料の中でも何か所か民生委員児童委員が出てきており、欠員の補充について

鋭意進めているとのことであるが、欠員の人数などの状況を説明してほしい。 

事務局：1つ目の福祉学習についてであるが、学校での実績については把握していない。2つ目の

民生委員児童委員の欠員は 21名となっており、欠員解消に努めていきたい。 

 

部会長：資料 1の 6ページ①の日常生活自立支援事業であるが、元々、都道府県社会福祉協議会と

指定都市社社会福祉協議会が実施主体として事業を行っていたものが、最近では市町村社会

福祉協議会にて実施するようになってきている流れがあるようだが、北広島市での状況はど

のようになっているか。 

事務局：市社会福祉協議会から聞いているところでは、平成 26年度に、道社会福祉協議会から委

託を受ける形で実施したいとのことである。 

 

委 員：民生委員児童委員の方々は、高齢者名簿や災害時要援護者名簿等の個人情報の配布を受け

ているものがあると思うが、具体的にはどのようなことに気を付けて管理されているのか。 

委 員：民生委員児童委員は訪問活動をする際の参考として利用しているが、訪問先で名簿をもと

にして訪問したということは相手に言わないし、また名簿の管理についても新しい名簿を

受け取ったら古い名簿は市に返却している。外に持ち歩くこともせず、厳重に管理してい

る。 

 

（2）健康づくり計画の進捗状況について 

事務局：健康づくり計画の進捗状況について説明。 

 

 委 員：資料における計画値はどのようにして件数等を作っているのか。資料 2の 11ページの口

腔ケア事業の計画値は 3 人と非常に少なく、実績では 0 人となっているが、26 年度以降こ

の項目はどのようになるのか。あと、先日、大曲の夢プラザで行われた講演会で腎症のこ

とをやっており、特定検診の項目で尿中アルブミンがあれば、腎症の発見の手立てとなる

かと思った。特定健診の受診率がもっと上がればよいと感じた。 

 事務局：計画値は過去の実績などを考慮して設定しているが、項目によっては達成できないものも

ある。 

 

委 員：資料 2の 8ページの、ウォーキングマップの活用に関して、ウォーキングを毎日のように

定期的にしている人の数を把握するということをしてみてはどうか。 



3 

 

部会長：貴重な意見かと思う。 

 

委 員：乳幼児健診について、福祉センターで行うときより大曲地区で行うときの方が人数が多く

なってきたと聞いたがその理由は何か。 

事務局：最近は大曲地区に新しい住宅が増え、それに伴い出生数も大曲地区の方が多くなっている

ためと考える。 

 

４ その他 

委 員：生活困窮者自立支援法による新制度が平成 27年度からとなるが、これについて市として

はどう対応するのか。 

事務局：福祉事務所のある自治体において、生活困窮者を対象とした相談事業や、就労支援事業、

住宅料の助成などを行うことになる。相談などによりアセスメントをして、どういう支援

をすれば困窮から抜け出せるかを考えることになる。手探りの部分もあるが、困窮した場

合に関係する市役所の中の部署、困窮により税金や水道料金が納められないという影響が

出た場合に、調整・相談をしたり、また任意事業となる就労支援や貧困の連鎖を防ぐため

の学習支援などをどこまで行うか、直営で実施するか委託で実施するか、委託とすればど

こに委託するかも含めて検討している。 

 

５ 閉会 

 


